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○富山県青少年健全育成条例施行規則 

昭和52年３月29日 

富山県規則第21号 

〔富山県青少年保護育成条例施行規則〕を次のように定め、公布する。 

富山県青少年健全育成条例施行規則 

（平19規則21・改称） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、富山県青少年健全育成条例（昭和52年富山県条例第４号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（平19規則21・一部改正） 

（興行場における掲示） 

第２条 条例第８条第２項の規定による掲示は、様式第１号によるものとする。 

（昭60規則４・平19規則21・一部改正） 

（有害図書等とみなされる図書等の内容） 

第３条 条例第９条第２項第１号の規則で定める写真又は絵は、次の各号のいずれかに該当

するものを被写体とした写真又は描写した絵（陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたも

のを含む。）とする。 

(1) 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次のいずれかに該当するもの 

ア 大たい部を開いた姿態 

イ 陰部、でん部又は胸部を誇示し、又は露出した姿態 

ウ 愛ぶの姿態 

エ 自慰の姿態 

オ 排せつの姿態 

カ 緊縛の姿態 

(2) 性交又はこれに類する性行為で次のいずれかに該当するもの 

ア 性交、肛門性交、口腔性交若しくはこれらを連想させる行為又は性的な部位（性

器、肛門若しくはこれらの周辺部、でん部又は胸部をいう。）への接触行為 

イ 暴行又は脅迫を用いて行う性交、肛門性交又は口腔性交その他のりよう辱行為 

ウ 変態性欲に基づく性行為 

２ 条例第９条第２項第２号の規則で定める場面は、前項各号のいずれかに該当するものを

描写した場面（陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。）とする。 
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（平11規則11・追加、平19規則21・一部改正） 

（区分陳列の方法） 

第４条 条例第９条第４項の規則で定める方法は、次の各号のいずれかに該当する方法とす

る。 

(1) 間仕切り等により仕切られ、かつ、その内部を他から容易に見通すことができない場

所に、有害図書等をまとめて陳列すること。 

(2) 有害図書等以外のものを陳列する棚の外周から60センチメートル以上離れた場所に

設けられた棚に、有害図書等をまとめて陳列すること。 

(3) 有害図書等を陳列しようとする棚の各棚板の前面と直交する鉛直面上に、当該棚板の

前面から10センチメートル以上張り出した仕切り板（透視できない材質のものに限る。

以下同じ。）を設け、仕切り板と仕切り板との間に有害図書等をまとめて陳列するこ

と。 

(4) 床面から150センチメートル以上の高さの位置に、背表紙のみが見えるようにして有

害図書等をまとめて陳列すること。 

(5) 有害図書等を、ビニール包装、ひも掛けその他の方法により容易に閲覧することがで

きない状態にしてまとめて陳列すること。 

（平19規則21・追加） 

（有害がん具類とみなされる特定がん具類の形状等） 

第５条 条例第11条第２項の規則で定める形状、構造又は機能を有するものは、次の各号の

いずれかに該当するものとする。 

(1) 性器の形状又はこれに類似する形状を有するもの 

(2) 性器を包み込み、又は性器に挿入する構造を有し、かつ、電動式振動機を内蔵し、又

は装着可能な構造を有するもの 

(3) 全裸又は半裸の人形（膨張させることにより人形となるものを含む。） 

（平８規則29・追加、平11規則11・旧第３条繰下、平19規則21・旧第４条繰下・

一部改正） 

（図書等又は特定がん具類の自動販売機の設置等の届出等） 

第６条 条例第13条第１項の規定による設置の届出は、図書等（特定がん具類）自動販売機

設置届出書（様式第２号）によるものとする。 

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

(1) 図書等又は特定がん具類の販売を業とする者の住民票の写し（法人にあつては、その
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法人の登記事項証明書） 

(2) 自動販売機管理者の住民票の写し 

(3) 自動販売機管理者となることを承諾していることを証する書類 

(4) 自動販売機の設置場所付近の見取図 

(5) 自動販売機の設置場所の提供者が自動販売機の設置を承諾していることを証する書類 

３ 条例第13条第２項の規定による変更の届出は、図書等（特定がん具類）自動販売機届出

事項変更届出書（様式第３号）によるものとする。この場合において、次の各号に掲げる

事項の変更にあつては、それぞれ当該各号に定める書類を添付するものとする。 

(1) 図書等又は特定がん具類の販売を業とする者の氏名及び住所（法人にあつては、その

名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）の変更 前項第１号に掲げる書類 

(2) 自動販売機管理者の氏名及び住所の変更 前項第２号及び第３号に掲げる書類 

(3) 自動販売機の設置場所の変更 前項第４号に掲げる書類 

(4) 自動販売機の設置場所の提供者の変更 前項第５号に掲げる書類 

４ 条例第13条第３項の規定による廃止の届出は、図書等（特定がん具類）自動販売機廃止

届出書（様式第４号）によるものとする。 

５ 条例第13条第４項（同条第５項において準用する場合を含む。）の規定による表示は、

様式第５号によるものとする。 

（昭59規則28・全改、昭60規則４・一部改正、平８規則29・旧第３条繰下・一部

改正、平11規則11・旧第４条繰下・一部改正、平14規則２・平17規則２・一部改

正、平19規則21・旧第５条繰下・一部改正） 

（利用カード販売業に係る届出事項） 

第７条 条例第14条の２第１項第４号の規則で定める事項は、店舗型電話異性紹介営業（条

例第３条第８号に規定する店舗型電話異性紹介営業をいう。）に係る利用カードの販売に

あつては販売する利用カードにより役務の提供を受けることができる当該営業に係る営業

所の名称及び所在地とし、無店舗型電話異性紹介営業（条例第３条第８号に規定する無店

舗型電話異性紹介営業をいう。）に係る利用カードの販売にあつては販売する利用カード

により役務の提供を受けることができる当該営業を示すものとして使用する呼称とする。 

（平14規則２・全改、平19規則21・旧第６条繰下・一部改正） 

（利用カード販売業に係る届出等） 

第８条 条例第14条の２第１項の規定による利用カード販売業の届出は、利用カード販売業

届出書（様式第６号）によるものとする。 
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２ 前項の届出書には、利用カード販売業を営む者の住民票の写し（法人にあつては、その

法人の登記事項証明書）を添付するものとする。 

３ 条例第14条の２第２項の規定による変更の届出は、利用カード販売業届出事項変更届出

書（様式第７号）によるものとする。この場合において、利用カード販売業を営む者の氏

名及び住所（法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）の変

更にあつては、前項に規定する書類を添付するものとする。 

４ 条例第14条の２第３項の規定による廃止の届出は、利用カード販売業廃止届出書（様式

第８号）によるものとする。 

（平14規則２・全改、平17規則２・一部改正、平19規則21・旧第７条繰下・一部

改正） 

（深夜営業施設における掲示） 

第９条 条例第18条の２第２項の規定による掲示は、様式第９号によるものとする。 

（平19規則21・追加） 

（携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が説明すべき事項） 

第10条 条例第18条の４第１項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 青少年が携帯電話端末等からインターネットを不適切に利用することにより犯罪を誘

発し、又は犯罪による被害を受けるおそれがあること。 

(2) 保護者が青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするとき、

又は青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をす

るときは、条例第18条の４第２項に規定する正当な理由が必要であること。 

（平31規則３・追加） 

（青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない正当な理由等） 

第11条 条例第18条の４第２項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスを利用し

ない旨の申出をするときの規則で定める正当な理由は、次に掲げる理由とする。 

(1) 青少年が就労しており、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用することによ

り、当該青少年の業務に著しい支障を生ずること。 

(2) 青少年が心身に障害を有し、又は疾病にかかつており、青少年有害情報フィルタリン

グサービスを利用することにより、当該青少年の日常生活に著しい支障を生ずること。 

(3) 保護者がその保護する青少年の携帯電話インターネット接続役務（青少年が安全に安

心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律（平成20年法律第79号）

第２条第７項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。）の利用状況を適切
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に把握する等により、当該青少年が青少年有害情報の閲覧をすることがないようにする

こと。 

(4) 前３号に準ずる正当な理由 

２ 条例第18条の４第２項に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずるこ

とを希望しない旨の申出をするときの規則で定める正当な理由は、保護者が自己の責任に

おいて適切に青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることとする。 

３ 条例第18条の４第２項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 申出年月日 

(2) 保護者の氏名、住所及び電話番号 

（平31規則３・追加） 

（公表の方法） 

第12条 条例第18条の４第５項の規定による公表は、次に掲げる事項について、富山県報へ

の登載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 

(1) 勧告を受けた者の氏名及び住所（法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主た

る事務所の所在地） 

(2) 勧告の内容 

(3) 前２号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項 

（平31規則３・追加） 

（意見陳述の機会の付与の方式） 

第13条 条例第18条の４第６項の規定による意見を述べる機会の付与（第３項において「意

見陳述の機会の付与」という。）は、知事が口頭ですることを認めたときを除き、陳述書

の提出によるものとする。 

２ 意見を述べるときは、証拠書類等を提出することができる。 

３ 知事は、勧告を受けた者に対し意見陳述の機会の付与を行うときは、陳述書の提出期限

（口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時）までに相当な期間をおい

て、当該勧告を受けた者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

(1) 予定される公表の内容及び根拠となる条例の条項 

(2) 公表の原因となる事実 

(3) 陳述書の提出先及び提出期限（口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、そ

の旨並びに出頭すべき日時及び場所） 

４ 知事は、前項の通知を受けた者又はその代理人が正当な理由なく陳述書の提出期限内に
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陳述書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかつたときは、条例第18条の４第５項

の規定による公表をすることができる。 

（平31規則３・追加） 

（身分証明書） 

第14条 条例第21条第２項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書（様式第10号）に

よるものとする。 

（昭59規則28・昭60規則４・一部改正、平８規則29・旧第４条繰下・一部改正、

平11規則11・旧第９条繰下、平14規則２・旧第10条繰上・一部改正、平19規則

21・旧第８条繰下・一部改正、平31規則３・旧第10条繰下） 

附 則 

この規則は、昭和52年10月１日から施行する。 

附 則（昭和59年規則第28号） 

この規則は、昭和59年６月１日から施行する。 

附 則（昭和60年規則第４号） 

この規則は、昭和60年２月13日から施行する。 

附 則（平成４年規則第35号） 

この規則は、平成４年５月１日から施行する。 

附 則（平成６年規則第15号） 

この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年規則第29号） 

この規則は、平成８年７月１日から施行する。 

附 則（平成11年規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則（平成11年規則第11号） 

この規則は、平成11年７月１日から施行する。 

附 則（平成14年規則第２号） 

この規則は、富山県青少年保護育成条例の一部を改正する条例（平成13年富山県条例第57
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号）の施行の日から施行する。 

（施行の日＝平成14年４月１日） 

附 則（平成17年規則第２号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年３月７日から施行する。 

附 則（平成19年規則第21号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成19年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成19年10

月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正前の富山県青少年保護育成条例施行規則に定める様式による用

紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成31年規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成31年10月１日から施行する。ただし、様式第１号及び様式第９号の改

正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の富山県青少年健全育成条例施行規則に定める様式による用紙

は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和３年規則第29号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則（令和６年規則第38号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 



8/18 

 



9/18 

 



10/18 

 



11/18 

 



12/18 

 



13/18 

 



14/18 

 



15/18 

 



16/18 

 



17/18 

 



18/18 

様式第１号（第２条関係） 

（昭59規則28・平19規則21・平31規則３・一部改正） 

様式第２号（第６条関係） 

（平８規則29・全改、平11規則４・平11規則11・平19規則21・令３規則29・一部

改正） 

様式第３号（第６条関係） 

（平８規則29・全改、平11規則４・平11規則11・平19規則21・令３規則29・一部

改正） 

様式第４号（第６条関係） 

（平８規則29・全改、平11規則４・平11規則11・平19規則21・令３規則29・一部

改正） 

様式第５号（第６条関係） 

（平11規則11・全改、平19規則21・一部改正） 

様式第６号（第８条関係） 

（平14規則２・全改、平19規則21・令３規則29・一部改正） 

様式第７号（第８条関係） 

（平14規則２・全改、平19規則21・令３規則29・一部改正） 

様式第８号（第８条関係） 

（平14規則２・全改、平19規則21・令３規則29・一部改正） 

様式第９号（第９条関係） 

（平19規則21・追加、平31規則３・一部改正） 

様式第10号（第14条関係） 

（昭59規則28・全改・旧第４号様式繰下、昭60規則４・旧様式第６号繰上・一部

改正、平４規則35・一部改正、平８規則29・旧様式第５号繰下・一部改正、平11

規則11・一部改正、平14規則２・旧様式第10号繰上・一部改正、平19規則21・旧

様式第９号繰下・一部改正、平31規則３・一部改正） 

 


